
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度（第１２回）通常総代会が５月２１日(木)午後４時

から本所２階大研修室において開催されました。 

本年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、書

面による議決権行使を用いた少人数出席による総代会とさせて

いただきました。 

総代会への出席者は、二畠会長、藤井副会長、関藤副会長によ

る本人出席が３名、書面議決書による出席総代が１２５名、他、

事務局長と４名の経営指導員が出席いたしました。 

最初に二畠会長挨拶の後、事務局より定足数が発表され本総代

会が有効に成立することが確認され、その後、議長の選出に入り万中地区総代の関藤副会長が議長に選任

されました。 

また、第１号議案から第５号議案までの議案説明は事務局が行い、議長は、議案ごとに採決を行いまし

た。結果、全ての提出議案について、賛成１２５名、反対０名で原案通り承認決定されましたので、最後

に藤井副会長が閉会の辞を述べ、午後５時をもって本総代会は終了いたしました。 

 

 

４月より事務局は、荒川事務局長のもと新体制でスタートしました。福山あしな商工会より大谷経営指

導員が着任。内部異動として本所へ小笠原経営指導員が、加茂支所へ黒田経営指導員が配置転換しました。 

また、出産の為の育児休業を取得しておりました佐藤補助員が復帰しました。 

新体制の商工会事務局で、会員事業所様の様々なご相談に対応致します。宜しくお願い申し上げます。 

 

本 所                                  支 所 

【事 務 局 長】荒川  雅和            【経営指導員】黒田  大樹 

【経営指導員】大谷  逸人            【補 助 員】三島 絵里子 

南  夕佳里 

小笠原 匡志 

【補  助  員】佐藤  文音 

【記帳指導職員】西  まり子・川元  恵子 
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福山北商工会の 

ホームページは 

こちらから！ 



【経済産業省】持続化給付金 

 

 

 

 

 現在、様々な新型コロナウイルス関連の対策が国、県、市などから出ております。ここではお問い合わ

せの多いものをご紹介致します。（情報が変更になることがありますのでホームページでのご確認をお勧め

致します。なお、商工会のホームページも随時更新しておりますのでご覧ください。） 

 

  

 

■事業概要 

感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者

に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全

般に広く使える給付金を支給します。 

農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業な

ど幅広い業種で、事業収入(売上)を得ている法人・個人

の方が対象となります。 

■給付対象要件 

＊新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年

同月比で５０％以上減少した月がひと月ある者。 

＊資本金１０億円以上の大企業を除き、中堅企業・中小

企業・小規模事業者・フリーランスを含む個人事業主。

また、医療法人、農業法人、ＮＰＯ法人、社会福祉法人

など、会社以外の法人についても幅広く対象になります。 

■給付額  
法人２００万円、個人事業主１００万円 

 ＊但し、昨年 1年間の売上からの減少分を上限とする。 

 

■給付金の計算方法 

前年の総売上高（事業収入）－（前年同月比▲50％月の売上げ×12ヵ月） 
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スマートフォンからも 

申請出来ます。 

こちらのＱＲコードから！ 



【福山市】特定定額給付金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊新型コロナウイルス感染症対策マル経融資＊＊ 

■ご利用いただける方 

新型コロナウイルス感染症の影響により、最近 1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して 

５％以上減少しており、商工会の実施する経営指導を半年以上受けている管内の小規模事業所。 

■ご融資限度額 

通常のご融資額 ＋ 別枠 1,000万円 

■利 率 

【当初３年間】 特別利率 F － 0.9％(別枠の 1,000万円以内)(注) 

【４年目以降】 特別利率 F 

■ご返済期間（うち据置期間） 

設備資金１０年以内（４年以内（別枠の 1,000万円以内）） 

運転資金  ７年以内（３年以内（別枠の 1,000万円以内）） 

(注)①「特別利率 F-0.9％」の適用限度額は、新型コロナウイルス感染症特別貸付における 

「基準利率-0.9%」の適用限度額に含まれます。 

②対象者については、特別利率 F-0.9％の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給 

され、当初３年間が実質無利子となります。 

＊その他の融資制度等は、商工会事務局へお問い合わせください。 
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■事業概要 

新型コロナウイルス感染症の緊急

経済対策として市民 1 人当たり、 

１０万円の特別定額給付金を支給

します。 

■特別定額給付金のオンライン 

申請の受付中止について  

特別定額給付金の申請については、

「オンライン申請方式」と「郵送申

請方式」としていますが、今後は申

請方式の一元化をするため、オンラ

イン申請の受付は、５月２７日(水)

をもって中止となりました。 

５月２８日(木)以降の申請につい

ては、「郵送申請方式」での受付と

させていただきます。市から郵送さ

れた申請書に同封の返信用封筒で

返送してください。 

 

内容や申請等に 

ついてはこちらの 

ＱＲコードから 

https://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html#m07
https://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html#m07


 

【厚生労働省】雇用調整助成金の特例の拡充 

 

 

 

 

 

雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮

小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的

に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維

持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成す

るものです。新型コロナウイルス感染症の影響を受け

ている事業主を対象に令和２年４月１

日から令和２年６月３０日までの休業

等に適用されます。制度内容等はこちら⇒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月５日(水)広島商工会議所にて、 

『第６回広島県働き方改革実践企業認

定制度認定証授与式』が行われました。 

授与式には湯﨑広島県知事も出席。 

当会からは、社会福祉法人 加茂福祉

会 なかよしこども園様が、働き方改

革実践企業認定証を広島県商工会連合

会 熊高一雄会長より授与されました。 

これで、広島県内の認定企業は２２７社に、当会より認定

を受けられた事業所は６社になりました。 

 次回、第７回受付は５月２５日(月)～６月１９日(金)です。 

 

 

 福山北商工会管内における製造業、小売業、飲食業の雇用・労働情勢を調査把握し、小規模事業者の 

労働者確保に繋げることを目的に標記調査を６～８月に行います。 

 事務局より調査の依頼があった際には、どうぞご協力の程宜しくお願い致します。 

 ４ 

****新型コロナ対策支援窓口の開設**** 

商工会では、支援窓口を開設し専門家等による 

相談日を設けております。ぜひご利用ください！ 

 

☆中小企業診断士…各種補助金の相談対応。 

☆社会保険労務士…雇用調整助成金の相談対応。 

☆元職員…    その他金融相談等。 

診断士・社労士 相談時間 10：00～16：00 

元職員の相談時間     9：00～16：00 

＊相談日の日程及びお申込みは事務局へ＊ 

本所☎976-3111・支所☎972-3008 

 

社会福祉法人 加茂福祉会なかよしこども園 様 



 

 

 

厚生労働省より雇用保険被保険者を雇用される事業主の方に雇用保険料の納付についてのお知らせです。 

経過措置として平成２９年１月１日から令和２年３月３１日までの間、６５歳以上の高年齢労働者に関す

る雇用保険料は免除されていましたが、令和２年４月１日から高年齢労働者を含む、 

すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要になります。 

＊問合せ先：広島県労働局労働保険徴収課 ☎(082-221-9246)  お知らせのチラシはこちら⇒ 

 

（期間：令和元年１２月２５日～令和２年５月１５日） 

☆印法人なりによる加入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所名 代表者名 住  所 業  種 

ホビー宮脇 宮 脇 理 江 駅家町万能倉 贈答品小売業 

㈱ファイメイクス 藤 井  誠 加茂町八軒屋 電子部品製造業 

宜山簡易郵便局 荻 原 麻 衣 駅家町大橋 簡易郵便局 

㈱オーテック 大 塚 雄 登 駅家町中島 金属加工機械製造業 

きらにこはっぴー 山 本 光 恵 御幸町上岩成 エステサロン 

フタバ 内 田 知 宏 駅家町万能倉 建設業 

髙伸商運㈱ 髙 橋 伸 充 駅家町下山守 運送業 

Ohisama わんこ 柳 井 佳 代 加茂町上加茂 ペットサービス業 

㈲タクミ 原 田 良 平 駅家町万能倉 建設業 

 駒 村 謙 二 加茂町粟根 建設・簡易宿泊業 

(公社)福山法人会 会長 内海康仁 西町 非営利団体 

焼肉 河相 河相壮太郎 神辺町十九軒屋 飲食業 

新天地 董  海 生 駅家町近田 飲食業 

Plaque Design 桑 田  賢 旭町 WEB 作成 

㈱ＳＨＯＹＡ 麥 田 翔 也 駅家町近田 飲食業     ☆ 

岸本書類代行サービス 岸 本 知 明 加茂町粟根 代行業 

５  

 

 

【健康診断等助成金制度】 健康診断・人間ドック等の検診費用を最高１５，０００円まで助成！ 

■対 象 者：満３０歳以上の加入者（その家族を含む）および被保険者 
                １契約者（名寄せ）につき年度内２名が限度。 

■助成内容：加入口数３口まで・・・ ５，０００円または検診費用の半額のいずれか低い額 
加入口数５口まで・・・１０，０００円または検診費用の半額のいずれか低い額 
加入口数６口以上・・・１５，０００円または検診費用の半額のいずれか低い額 

■請求方法：受診後、商工会へ領収書（写）と契約者印をご持参下さい。 
                商工会で所定請求書を作成し手続きをおこないます。 

※同一人が年度内に２回以上受診した場合の助成金請求は、１回分（初回）の 
助成金請求のみ対象となります。 

広島県だけの 

特典です！！ 



 

 

 

平素より当会運営につきまして格段のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

    さて、加茂町夏まつり「サマーフェスティバル２０２０」並びに駅家町夏まつり 

「サッサカ２０２０」は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止や来場者及び 

出展者の健康と安全を最優先に考え、開催を中止させていただくこととなりました。 

    例年、加茂夏まつりサマーフェスティバルでは約４千人、駅家町夏まつりサッサ 

カでは約８千人の来場者が訪れ伝統のある地域の祭りとして、地域の皆様や、とり 

わけ子どもたちも毎年楽しみにしていただいております。 

かねてより開催に向け準備を進めて参りましたが、終息の兆しが見えない中で予測 

のつかない緊急事態に苦渋の決断をせざる得ない状況となりました。 

    皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう 

お願い申し上げます。 

    また、来年度に向けて実行委員会一同準備を進めてまいりますので、皆様のご指 

導、ご支援、ご協力をどうぞ重ねてお願い申し上げます。 

加茂町夏なつりサマーフェスティバル実行委員会 委員長 信岡 栄司 

駅家町夏まつりサッサカ実行委員会        委員長  中山 辰磨 

 

～青年部～ 
 

 

令和２年４月２３日(木)に予定されていた青年部事業の通常総会は、新型コロナウイルス感染症の影響

の緊急性に鑑み、書面による議決権行使にて通常総会を招集する事となりました。 

結果として、青年部部員総数 62名中、通常総会を書面決議行使による通常総会とする事についての同意確

認者数 50名、議案の賛成者数 50名と各々が過半数を超えており、通常総会は有効に成立致しました。 

新型コロナウイルス感染症の影響で、皆様、大変な局面を迎えられている事と思います。そんな中、通

常総会の書面決議に対する多大なご協力をありがとうございました。 

青年部の事業運営に関しては、新型コロナウイルス感染症感染防止のため、常任委員会及び委員会の開

催を延期する事を令和２年４月１０日(金)の常任委員会で決定致しました。 

今後は、再開の目処が立ち次第、再度、皆様にご案内致します。 

～女性部～ 
 

 

令和２年５月１５日(金)に新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、県女連の指導を仰ぎ、役員会でも

協議した結果、令和２年度通常総会は書面での議決権行使による通常総会開催となりました。 

 まず、書面議決で行うことについて賛否を諮り、次に総会資料等の送付を行い議案の賛否を諮りました。 

その結果、第１号議案・第２号議案共に部員３７名に対して３０名の賛成と過半数を超えており、通常総

会は有効に成立致しました。このような大変な時期に書面議決に対し多大なご協力を頂きありがとうござ

いました。新型コロナウイルス感染症の為、すぐに女性部活動も出来ない状況ですが終息となりましたら、

事業計画に基づき活動を行ってまいりたいと存じます。今後とも宜しくお願い申し上げます。 
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電子帳簿保存制度・提出書類 

については、こちらから ⇒ 

 

 

 

 

平成３０年度税制改正での主な変更により、令和２年分の所得税確定申告から青色申告特別控除額及び 

基礎控除額が変更になります。 

 青色特別控除の１０万円控除について改正はありませんが、青色特別控除額６５万円の控除の方は、 

ｅ－ｔａｘでの確定申告又は、電子帳簿保存を行う必要があります。 

電子帳簿保存については、令和２年分に限り９月３０日までに承認申請書の提出し、 

税務署長の承認を受けて、その年中の事業に係る仕訳帳及び 

総勘定元帳の電磁的記録による備付け及び保存を行うことで、 

６５万円の青色特別控除を受けることが出来ます。 
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加入・請求・掛金の増減額の手続きなど お問い合わせは福山北商工会まで！ 

本所：☎９７６－３１１１ 支所：☎９７２－３００８ 


